
2024年 3月 No.19

編集：えびの市総務課／男女共同参画推進グループ きさらぎ会
発行：えびの市総務課
電話：0984-35-3711（内線350） メールアドレス：somu@city.ebino.lg.jp

えびの市男女共同参画だより

男女共同参画社会とは

【メディア・リテラシー講座】授業風景

《男女共同参画社会基本法・えびの市男女共同参画推進条例》

　性別にかかわりなく、すべての人が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって
学校、職場、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が平等
に確保されることにより、すべての人が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受ける
ことができ、かつ、共に責任を担う社会のことです。　

３月８日は国際女性の日 えびの市女性相談所をご存知ですか？

生理用品をご支援いただける方へ

一人で悩んでいませんか？

★男性相談日を設けています★
相談日：毎月 第１・第３ 水曜日（面接は要予約）

3月8日は「国際女性デー」です。1975年の国際婦人年に、国や民族、言語、文化、経済、

政治の壁に関係なく、女性が達成してきた成果を認識する日として国連により定められました。

　毎年3月8日の国際女性デーには、日本を含む世界の多くの国で女性たちの功績を祝福し、

ジェンダー平等について考えるイベントが開催されています。

イタリアでは、3月8日は「ミモザの日」とも呼ばれており、同時期にミモザの花が咲くこと

にちなんで、男性が身近な女性に敬意と感謝を込めてミモザの花を贈ることがならわしとなっ

ています。このことに由来し、ミモザの花は「国際女性デー」のシンボルとされています。

　とくに日本は、ジェンダーギャップ指数で下位に甘んじるなど、女性と男性の格差が激し

いとされている国です。国際女性デーの目的や取り組みを理解して、ジェンダーギャップを

なくせるように、意識改革やイベントの参加などに積極的に取り組みましょう！

職場・家庭・地域などで、悩みや困りごとがありどうしたらいいかわからない・・・

｢こんなことで電話をしても・・・・」などと相談することをためらっていませんか。

心配はいりません。安心してご相談ください。

ひとりで抱え込まないで、まずはお電話をしてみませんか。

あなたの悩みや不安を解決するために、専門の女性相談員がいっしょに考え、一歩を

踏み出すお手伝いをします。

えびの市では、「生理の貧困」の一助となるよう、生理用品の寄付箱を設置しています。
個人、団体、企業など、みなさんのご協力をお願い致します。

◆寄付をお願いするもの◆ 未開封の生理用品
◆寄付箱設置場所◆ 市役所本庁２階（玄関入口）・飯野出張所・真幸出張所　　
◆受付時間◆ 月曜日から金曜日（祝日、年末年始は休み）8：30～17：15

【問い合わせ先】　〒889-4292　宮崎県えびの市大字栗下1292番地
　　　　　　　　　　　　　　 えびの市総務課人権啓発室　☎0984-35-3711

【相談日】 月曜日～金曜日　9：00～16：00
        　　（祝日、年末年始休み）

【場　所】 えびの市役所内　女性相談所
【電話（相談専用）】 　 0120-123-693（無料）

●どなたでも相談できます。
●面接希望の方は、事前にご連絡ください。
●相談内容の秘密は守ります。外部にもれることはありません。4月は「 若年層の性暴力被害予防月間 」

　性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府では、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期であ

る４月を、「若年層の性暴力被害予防月間」として、広報・啓発を集中的に実施しています。

ＡＶ出演被害①、ＪＫビジネス②、レイプドラッグ③

の問題、酔わせて性的行為を強要、ＳＮＳを利用した

性被害、セクシュアルハラスメント、痴漢等、若年層

の様々な性暴力被害の予防啓発や性暴力被害に関する

相談先の周知、周りからの声掛けの必要性などの啓発

を行うほか、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観

者にならないことの啓発を行います。

①ＡＶ出演被害とは…本人の意思に沿わない映像を撮影されてしまったり、同意して撮
影した場合も含め、その映像の配信や販売が続けられたりしてしまうことによって、
被害者の心身や私生活に長期間にわたって取り返しのつかない悪影響を与えること。

②ＪＫビジネスとは…女子高校生等であることを売りにして、見知らぬ男性と会話や占
い、ゲームなどをする、飲食しながら会話やゲームをする、散歩をする、個室でマッ
サージや添い寝をするなどしてお金をもらうこと。

③レイプドラッグとは…飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴
行に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬のこと。



男女共同参画セミナー（２回講座）を開催しました！ メディア・リテラシー講座 表 彰

宮崎県男女共同参画地域推進員の紹介

答 申

★男女共同参画啓発活動・パネル展★ メディア・リテラシー講座を受講して (生徒の声)

　第１回は、えびの電子工業株式会社　代表取締役社長　津曲　慎哉さんを講師に、家族やプ
ライベートを大切にできて長く働きやすい「助け合いの職場づくり」を進め、100年企業を目
指されている先進的な取り組みについて聞くことができました。
　第２回は、ワークショップデザイナー　髙﨑　恵さんを講師に、男女共同参画の視点から見
直されるべき様々な地域の慣行について考え、一人ひとりを大切にし、教え合い、助け合う地
域づくりが大切であり、そのため、男女共同参画について、くり返し学ぶことの重要さを分か
りやすくお話をいただきました。

　えびの市では、市内４校の中学校１年生を対象に毎年「メディア・リテラシー講座」を開催
しています。この講座は、情報化社会において、周囲のさまざまな情報をそのまま受け取るの
ではなく、しっかり読み解いていくことの大切さを学びながら、他人と自分を比較するのでは
なく、性別にかかわらず、一人ひとりに「ちがい」があることを実感し、いろんな人と協力す
ることの大切さを感じてもらう機会としています。

　宮崎県では、地域において男女共同参画社会づくりに積極的に取り組む宮崎県男女共同参
画地域推進員を設置することにより、それぞれの地域の実情や特性に応じた男女共同参画社
会づくりを促進し、誰もが性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる活力ある宮崎
県の実現に資することを目指しています。平成25年度から地域において男女共同参画の普
及・啓発や、男女共同参画の視点に立った地域活動に取り組む意欲のある方を「男女共同参
画地域推進員」として知事が委嘱しています。

　長年にわたり、男女共同参画社会づくりに寄与さ
れた功績が顕著であり、他の模範と認められるとし
て、盛永 ちづ子さんが受賞されました。

★男女共同参画出前講座をご利用ください★
担当職員、宮崎県男女共同参画地域推進員がわかりやすくお話します！

２月13日　於：県庁知事室
（写真：左から２番目　盛永 ちづ子さん）

　第４次えびの市男女共同参画基本計画策定につい
て、８月29日、市長から諮問を受けた市男女共同
参画推進審議会は、専門部会を設置するなどして審
議を重ね、11月６日に答申書を提出されました。

★一番心に残った話は、「ちがいは、まちがいではない」ということ。もう一つは、「〇〇は男性がや
ること」「〇〇は女性がやること」を決めるのではなく、性別は関係ないということ。

★討論と対話では、対話の方が笑顔になる人が多いので、対話を意識して話していきたい。
★男らしい、女らしいということは気にせず、自分らしいを大切にして、人生を生きていきたい。
★家事や仕事で、男女差別をしていることが、改めて分かりました。今までの生活で「男女差別は

してはいけない」と思っていたが、私も身近なところで男女差別をしていることに気づくことが
できて良かった。

★違う意見や考えをもつことは悪いことではない。一人一人が違う意見だからこそ会話すること
が「楽しい」「おもしろい」と思えるんだと分かりました。ちがいを恐れずに対話をする力を身に
つけて、もっとコミュニケーションができるようになりたいと思いました。

●「先進的な事例が聞けてたいへん有
意義であった」

●「素晴らしい取り組みを行っている企
業で誇りに思う」

●「働きやすい職場のお手本」

●「教え合っていく、助け合っていくこと
が大事！！」

●「何度も繰り返し学ばなければ身につ
かない」

●「自分が男女区別していたことに気づ
いた」

～参加者の声～

地元で家族と自分らしく

第１回（１０月２５日） 第２回（１０月２８日）
一人ひとりを大切にできるえびの市へ
～男女共同参画について理解を深めよう～

～参加者の声～

講師：えびの電子工業株式会社
代表取締役社長　津曲 慎哉 氏

男女共同参画週間パネル展
６月23日～29日（市民図書館）

男女共同参画週間啓発活動
６月23日（Aコープいいの店）

女性に対する暴力をなくす運動（11月12日～25日）
11月25日・26日産業文化祭（文化センター）

真幸中学校 飯野中学校

加久藤中学校 上江中学校

講師：オフィスピュア
ワークショップデザイナー　髙﨑 恵 氏

講師：オフィスピュア／ワークショップデザイナー
髙﨑 恵 さん

自分を好きになるためにメディアを読み解くちからをつけよう！
★令和５年度宮崎県男女共同参画功労賞★ ★第４次えびの市男女共同参画基本計画策定★

★𠮷田 勉さん★
長年、法律を勉強して

いたが、男女共同参画と
いう言葉に縁がなく、講
座に参加し、個人の尊
重、法の下の平等の大
切さが改めて分かりまし
た。これから、地域推進員
として地域に貢献し、自ら
も高めていきたいです。

★佐藤 以津子さん★
　平成２５年から地域
推進員として活動をし
ています。基本法に出
会う前の私は、「生き
辛さ」の中で悩み、苦
しんでいましたが、ジェ
ンダーなど学ぶことに
よって、私が私らしく生
きていけます。

★阿部 哲己さん★
　晩御飯を作るのは誰でしょう。
　無意識の思い込みに気づくことが男女共同参
画の第一歩かもしれません。

★盛永 ちづ子さん★
　「男らしく」「女らしく」から「自分らしく」へ。
　そんな生き方や社会について、いっしょに考えて
いきましょう。

★栗坂 三枝子さん★
　“安心して、幸せになるために、自分の気持ち
を言葉にする”
　自分も楽しみながら、共に学びましょう。

宮崎県男女共同
参画地域推進員の

方々です！


